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１ 徳島市地域防災計画について

○ 災害対策基本法に基づく本市の災害対策の基本
となる計画であり、国が定める「防災基本計画」、県が
定める「徳島県地域防災計画」との整合を図りながら、
徳島市防災会議が作成する。

○ 本計画は、本市の災害対策として実施する、「災害
予防」、「災害応急対策」、「災害復旧・復興」等につい
て対処すべき事項を定めたもの。
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２ 主な修正項目（案）

⑴国の防災基本計画の修正に伴う取組み
①災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕組みの整備

②障害者の情報取得・意思疎通に係る施策の推進

③被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成等へのデジタ

ル技術の活用

⑵徳島県地域防災計画の修正に伴う取組み
①県との連携による初動対応訓練の充実

②災害中間支援組織育成への協力

⑶本市災害対応力の向上を図るための取組み
防災拠点の設置及び災害時相互支援体制の構築

災害及び危機事象への更なる備えの充実を図るため、以下の内容を新たに規定する。
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２ 主な修正項目（案）

⑴ 国の防災基本計画の修正に伴う取組み

①災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕組みの整備

３

平常時から、被災者支援の仕
組みを担当する部局を明確化し、
地域の実情に応じ、災害ケース
マネジメント（一人ひとりの被災
者の状況を把握した上で、関係
者が連携して、被災者に対する
きめ細やかな支援を継続的に実
施する取組）などの被災者支援
の仕組みの整備等に努める。



２ 主な修正項目（案）

⑴ 国の防災基本計画の修正に伴う取組み
②障害者の情報取得・意思疎通に係る施策の推進
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障害者が、障害の種類及び程度に応じて、迅
速かつ確実に「防災・防犯に関する情報の取得」
や「円滑な意思疎通による緊急通報」を行うことが
できるよう、体制の整備充実や、設備・機器の設
置の推進、多様な手段による緊急通報の仕組み
の整備の推進等、必要な施策を講じる。

被災者支援業務の迅速化・効率化のため、
被災者台帳、避難行動要支援者名簿及び
個別避難計画の作成等へのデジタル技術の
活用について、調査・研究する。

③被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成等への
デジタル技術の活用



２ 主な修正項目（案）

⑵ 徳島県地域防災計画の修正に伴う取組み

①県との連携による初動対応訓練の充実
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確実な初動体制の更なる強化を図るため、県と
の連携により、関係機関とも連携した初動対応訓
練をＤＸの活用などにより実施し、災害対応力の
強化に努める。

②災害中間支援組織育成への
協力
県が、徳島県被災者支援推進
ネットワーク会議と連携して進める
「災害中間支援組織」の育成につい
て、その組織化に向けての人材育成
やネットワーク作りに協力する。
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２ 主な修正項目（案）

⑶ 本市災害対応力の向上を図るための取組み

相互支援体制の強化・充実

防災倉庫整備計画の推進
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他自治体との災害時相互支援体制の強化・
充実のため、公益財団法人B&G財団の支援
事業等により整備した災害緊急対応用の油圧
ショベル、スライドダンプ、水上バイクなどの機材
配備を行う。また、重機操作研修等により、これ
らの機材の運用を行うための人材育成を行う。

水・食料、防災用資機材等の備蓄品を保管する
防災倉庫について、整備体制や方針を定めた「徳島
市防災倉庫整備計画（R5.10策定）」に基づき、
段階的に推進し、災害発生時の円滑で効率的な物
資補給等の体制を構築する。


